
施設基準届け出 

せこ歯科では以下の項目を東海北陸厚生局への届け出を出して安全・安心・誠実な治療を行える

ように努めています 

【基本診療料】 

・医療情報取得加算（オンライン資格確認を行う体制を有していること/当該保険医療機関を受診した患者さんに対し、受診歴、

薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得、活用して診療を行うこと） 

 ・医療 DX推進体制整備加算（歯科医師等が診療を実施する診療室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した

診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること/マイナ保険証を促進する等、医療 DXを通じて質の高い医療

を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関である/電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療 DXにかか

る取組を実施している保険医療機関である） 

・歯科外来診療感染対策加算（患者さんにとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うために、以下の装置器具を備えていま

す）自動体外式除細動器（AED）/経皮的酸素飽和度測定装置/酸素（人工呼吸・酸素吸入用のもの）/救急蘇生セット 緊急時に

円滑な対応ができるよう、下記の保険医療機関と連携しています 

松阪市民病院 TEL0598‐23‐1515 

・歯科治療時医療管理料（高血圧や糖尿病などの疾患をお持ちの患者さんの歯科治療にあたり、医科の主治医や病院と連携し、モ

ニタリング等、全身的な管理体制をとることができます。緊急時の対応の為、以下の病院と連携しています） 

松阪市市民病院 0598－23－1515 

 ・明細書発行体制等加算（算定した診療報酬の区分、項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者に無償で

交付している） 

 ・歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準（院内感染防止対策を実施している旨/歯科外来診療医療安全対策加算 1・２/

緊急時における速携保険医療機関との連携方法やその対応等/歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨） 

・歯科口腔リハビリテーション料２（顎関節症の患者さんに、顎関節治療用装置を作成し、指導や訓練を実施しています） 

・クラウン・ブリッジ維持管理料（当医院で作成した CAD・CAM冠やブリッジについて、２年間の維持管理を行っています） 

・CAD/CAM冠、インレー（コンピュータ支援設計・製造ユニット（CAD/CAM）を用いて冠を作製し、補綴治療を行っていま

す） 

・光学印象（デジタル印象装置を用いて光学印象を行っています） 

・歯科技工加算１．２（迅速な入れ歯や適切なかみ合わせ等を見るために、歯科技工士と連携を行っています） 

 

【特掲診療料】 

 ・在宅医療 DX情報活用加算（歯科医師が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用し

て、計画的な医学管理の下に、訪問して診療を実施している保険医療機関であること/マイナ保険証の利用を促進する等、医療 DX

を通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること/電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サー

ビスなどの医療 DX にかかる取組を実施している保険医療機関であること） 

 ・在宅歯科医情報連携加算、歯科疾患在宅療養管理料の注７、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注８及び小児

在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注８に規定する施設基準 

  ・在宅での療養を行っている患者の診療情報等について、連携機関と連携体制を構築していること 

 



 

【療養担当規則関係】 

 東海北陸厚生局への届出事項等 

・保険医療機関の指定を受けている旨 

・生活保護法の指定医療機関の場合その旨 

届出た施設基準の一覧 

 ・明細書の発行状況に関する事項 

 ・個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の発行について 

・う蝕に罹患している患者の指導管理に関する事項 

・指導管理に係る費用徴収その他必要な事項 

療養の給付と直接関係ないサービス等（診断書等の作成料、情報通信機器の運用に要する費用等） 

 

 



受診の際は

マイナンバーカードを

詳しくは厚生労働省Webサイトでご確認いただけます。

マイナンバーカード 保険証利用詳しくは

服薬情報等のデータに基づいた

安心・安全で質の高い歯科医療が受けられます！

マイナンバーカードの保険証利用で

いつでもどこでもより良い医療を継続的に

マイナ保険証を

使ってみませんか






